
議案第 91 号 

 

財産の取得について（追認） 

 

グラウンド整備車両を、次のとおり取得したことについて、地方自治法（昭和 22 年

法律第 67 号）第 96 条第 1 項の規定により議会の議決を求める。 

 

 

１ 取得した財産  グラウンド整備車両 

２ 契約の方法  指名競争入札 

３ 契 約 金 額   23,277,909 円 

４ 契約の相手方    石垣市字登野城 1231-1 

           三菱農機販売株式会社 九州支社 石垣営業所 

所長 平良 雅樹 

５ 契約した日  平成 29 年 3 月 1 日 

 

 

令和 6 年 10 月 7 日提出 

 

石垣市長 中 山 義 隆 

 

 

理 由 

石垣市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 47

年石垣市条例第 8 号）第 3 条の規定に基づく議会の議決を経ずに行われた財産の取得

について、追認議決を求める。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


